










医療的ケア児支援法の概要 
 
１ 概要 

医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及

びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況などに応じた適切な支援を受けられるようにする

ことが重要な課題となっている。 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」（以下、「医療的ケア児支援法」とい

う。）は、そうした課題に対し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、家族の離職防止や

安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に寄与することを目的としている。 

この法律の施行により、これまで児童福祉法で国及び地方公共団体の「努力義務」とされてきた

医療的ケア児への支援が、「責務」となる。（令和３年６月１８日公布、同年９月１８日施行）。 

 

２ 医療的ケア児支援法のポイント 

 （１）国・地方公共団体による施策 

○医療的ケア児が在籍する保育所、学校等に対する支援 

○医療的ケア児及び家族の日常生活における支援 

○相談体制の整備、情報共有、広報啓発、支援者確保、研究開発等 

（２）保育所、学校の設置者等による施策 

○保育所、認定こども園、家庭的保育事業、放課後児童健全育成事業等における医療的ケアその他 

の支援（看護師等又は喀痰吸引等が可能な保育士等の配置） 

○学校における医療的ケアその他の支援（看護師、喀痰吸引等ができる介護福祉士等の配置） 

（３）都道府県、社会福祉法人、その他の法人等による「医療的ケア児支援センター」の設置 

○医療的ケア児及びその家族の相談対応、又は情報提供若しくは助言、その他の支援 

○医療、保健、福祉、教育、労働等関係機関への情報提供及び研修 

 

３ 今後の展開 

 本県では様々な施策を展開してきているが、今後国から発出される通知等にも留意し、医療的

ケア児支援法の理念に基づいた必要な施策の充実を図っていく。 

 

医療的ケア児とは 

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、痰吸引

その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童。 

 

医療的ケア児の人数 
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資料４ 



　　　　

国 県
その
他

1

在宅生活支援事
業（医療的ケア
児者受入環境整
備事業の細事
業）

障がい児者のニーズが高いものの、障害者総合支援法等による支給の対象とならないサービスのうち、県が定めた事業を実施する市町村に補助する
ことにより、障がい児者の在宅生活を支援する。
（１）施設入所障がい児者等在宅生活支援事業
　障害者支援施設等に入所している障がい児等に対し、一時帰宅中の障害福祉サービス利用経費を補助する。（県1/2、市町村1/2）
（２）家庭外看護師派遣支援事業
　日常的に医療行為が必要な障がい児者が、家庭外で4人以上集まり活動する場合の看護師等派遣経費を補助する。（県1/3、市町村1/3、本人1/3）
（３）エアーマットレスレンタル助成事業
　体位変換に常時介助を要する在宅生活中の重度身体障がい児者にエアーマットレス料を補助する。（県1/3、市町村1/3、本人1/3）
（４）要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業
　要医療障がい児者を受け入れるために看護師等を配置した事業所に、看護師等配置経費及び訪問看護利用経費を助成する。（県1/2、市町村1/2）
（５）要医療障がい児者受入事業所医療機器購入助成事業
　要医療障がい児者を受け入れるために看護師等を配置した事業所に、医療機器の購入経費を補助する。（県1/2、市町村1/2）
（６）重度障がい児者地域移行推進事業
　入所中等の医療的ケアを要する重度障がい児者を対象に、グループホーム等での生活体験を実施する事業所に必要な経費を補助する。（県1/2、
市町村0～1/2、事業所0～1/2）
（７）入院時付添依頼助成事業
　常時の付き添いが求められる重症心身障がい児者等が入院した際に、家族以外の者に付き添いを依頼した場合の必要経費を助成する。（県1/3、
市町村1/3、本人1/3）
（８）家庭内排痰補助装置助成事業
　常時又は随時排痰が必要な重度身体障がい児者等に排痰補助装置のリース料を補助する。（県1/3、市町村1/3、本人1/3）
（９）身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業
　身体障害者手帳（聴覚機能障害）の交付対象とならないが、補聴器が必要な難聴児に対して、補聴器の購入費等を補助する。（県1/3、市町村
1/3、本人1/3）

10,555 - 単県 -

2

医療的ケア児等
コーディネーター
養成事業（医療的
ケア児者受入環境
整備事業の細事
業）

医療的ケア児等が地域で安心して生活できるよう、医療的ケア児等の支援を総合的に調整する人材（医療的ケア児等コーディネー
ター）を養成する。（研修対象者：相談支援専門員、保健師、訪問看護師等、今後地域でコーディネーターの役割を担う者）
また、コーディネーター間のネットワークの構築及び実践力向上のためのフォローアップ研修を実施する。

1,528  1/2  1/2 -

3
障がい児者事業
所職員等研修事
業

重症心身障がい児者、医療的ケア児等に携わる支援者の育成を行い、利用できる障がい福祉サービス事業所等を増やし、障がいのある
方の在宅生活を支援するため、当該事業所の職員を対象に支援方法等に関する研修を行う。

345 - 単県 -

4

重度障がい児者相
談員設置事業（障
がい児等地域療育
支援・相談事業の
細事業）

重度障がい児者とその保護者の悩みや思いに寄り添い、相談に応じ、適切な情報提供や豊富な経験に基づく助言等を行う相談員を配置
する。（3名：各圏域1名ずつ）

216 - 単県 -

5
医療型ショート
ステイ総合支援
事業

医療的ケアの必要な重度障がい児者の地域生活を支援するため、県内の医療機関等が実施する医療型ショートステイに係る支援の充実
を図る。また、総合療育センター（以下「センター」という。）のショートステイ利用が近年増加傾向にあり、希望に沿った利用がで
きない状況にあることから、西部圏域における地域生活支援を充実することで、より多くの利用希望者のニーズに対応できる体制を構
築する。
（１）訪問型レスパイト支援モデル事業補助金（補助率：県10/10）
　医療的ケアの必要な障がい児者（県内に在住するセンター利用者に限る）のレスパイトの多様化に対応するため、訪問看護ステー
ションの看護師が自宅等を訪問し、家族に代わって医療的ケアを行うことで、センターのショートステイ利用者の集中化を緩和する。
　【補助内容】：訪問看護サービスを行った場合のサービス提供相当額（２時間を超えた部分）から、自己負担530円を控除した額を
補助する。（一人当たり年間のべ36時間を上限）
（２）医療型ショートステイ利用促進モデル事業補助金（補助率：県10/10）
　西部圏域周辺の医療機関である国立病院機構松江医療センターでのショートステイ利用の促進を図ることにより、複数のショートス
テイ事業所の利用を確保し、センターのショートステイ利用者の集中化を緩和する。
　【補助内容】：松江医療センターまでの交通費を補助する。
　　　　　　　　（送りと迎えの２往復分、自家用車利用：６千円/回、UDタクシー利用：18千円/回）
（３）【拡充】重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業補助金（補助率：県 9/10、10/10）
　医療的ケアの必要な重度障がい児者やその家族が地域で安心して生活できる環境を整備するため、県内の医療機関等が実施する医療
型ショートステイに係る支援の充実を図る。（［拡充］診療所が宿泊利用を受け入れる際に看護師の夜間勤務人件費相当の加算を創
設、ヘルパー付添いに係る単価の増額）

25,719 - 単県 -

6
NICUからの地域移
行支援事業

新生児集中治療室又は集中治療室での治療が終了し、自宅移行に向けての支援を行う場合において、訪問看護師等が関わる仕組みを強
化し、児童及び保護者が安心して自宅へ帰り、地域で安心安全な生活が送れるよう支援を行う。

600 - 単県 -

7
医療的ケア児等
に係る人材確保
事業

重症心身障がい児及び医療的ケア児（以下「医療的ケア児等」という。）を支援する障害児通所支援事業所等の充実が求められる一
方、県内事業所は支援に必要な看護師等の人材確保が難しい状況にあり、障がい福祉分野における人材確保が課題となっていることか
ら、県内学生へのＰＲ及び理解・啓発事業を展開することで、障がい福祉分野の人材確保を図る。

338 - 単県 -

8

医療的ケア児等及
びその家族の地域
生活支援体制整備
事業

日本財団と共同で推進してきた「難病の子どもと家族の地域生活支援の中核を担う拠点施設」である「博愛こども発達・在宅支援クリ
ニック」（平成31年４月開業）と「ナーシングデイこすもす」（令和２年４月開業）が、医療と福祉を組み合わせたサービスを提供す
るとともに、県委託の人材育成事業等で、医療的ケア児等及びその家族の地域生活を支えるための環境整備を図る。

3,683
一部
1/2

1/2
又は
単県

-

子ども発達
支援課

保健・福祉

令和３年度　医療的ケア児者に関わる県の事業一覧

　　（単位：千円）

分野 番号 事業名 概　　　要 担当課 Ｒ3予算

財源
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　　（単位：千円）

分野 番号 事業名 概　　　要 担当課 Ｒ3予算

財源

9
重度障がい児者支
援事業

重症心身障がい児者等が地域で生活しやすくするため、日中活動の場における支援の充実、住まいの場（ショートステイ含む）の充実
を図る。
（１）　重度障がい児者日中支援事業（県1/2、市町村1/2）※33,250千円
　生活介護事業所、放課後等デイ事業所において、重症心身障がい児者等の日中支援を行う社会福祉法人等に対し、１：１　相当の配
置に係る人件費から事業者が得る相当の自立支援給付費を引いた差額の助成を行う。
（２）　重度障がい児者短期入所利用支援事業（県1/2、市町村1/2）※2,335千円
　短期入所事業所において、重症心身障がい児者の短期入所による支援を行う社会福祉法人等に対し、１：１相当の配置に係る人件費
から事業者が得る相当の自立支援給付費を引いた差額の助成を行う。
（３）　重度障がい児者利用施設基盤整備事業　※61,246千円
　生活介護事業所、グループホーム、短期入所事業所、放課後等デイ事業所において、重症心身障がい児者等を受け入れるために必要
な施設の整備を行う社会福祉法人等に対して整備に必要な経費の助成を行う。
（鳥取県社会福祉施設等施設整備事業の県負担額を上限とする）

96,831 ― 単県 ―

10
重度訪問介護等の
利用促進に係る市
町村支援事業

重度障がい者等の地域生活を支援するため、重度障がい者の割合が著しく高い等のことから、訪問系サービスの給付額が国庫負担基準
を超えている市町村に対し、支援を行う（補助率：サービス事業費から国庫負担基準額を除いた市町村負担額の３／４※の額（国１／
２、県１／４、市町村負担１／４）　※財政力指数に応じた減率あり）

19,196 2/3 1/3 ―

11

介護職員等による
たんの吸引等の実
施のための研修
（特定の者対象）
事業

特定の者（障がい者等）に対するたんの吸引等の特定の医行為を適切に行うことができる者を養成する研修を実施する。 1,731 ― ― 基金

12
難病等医療費助成
事業

指定難病（333疾患）患者に対して医療費の一部を公費負担するほか、特定疾患治療研究事業としてスモン等の患者に対して医療費の
公費負担を実施する。

798,802 1/2
1/2
又は
単県

―

13
難病患者療養支援
事業

難病患者に対する受入病院の確保を図ると共に、患者及びその家族等に対する相談支援や、難病医療等に係る医療人材育成、在宅療養
支援を行う。

（１）難病患者地域支援対策推進事業
　難病患者の療養生活を支援するため、医療相談会、保健師等による訪問指導（診療）・訪問相談を実施する。
（２）在宅難病患者一時入院事業
　常時介護等を必要とする難病患者の在宅での療養環境を整備するため、家族介護者の休息等を目的とする一時入院を行うことができ
る病床を確保し、医療機関に受入れを委託する。
（３）在宅人工呼吸器使用患者支援事業
　人工呼吸器を使用する難病の患者が在宅において適切な医療を受けることができるよう、訪問看護ステーションに訪問看護を委託す
る。

13,073 1/2 1/2 ―

14
難病相談・支援セ
ンター等設置委託

難病相談・支援センターを鳥取医療センター及び鳥取大学医学部附属病院内に設置し、患者・家族等からの相談を受け付けるととも
に、研修会・サロンを開催し、患者団体に対する支援を行う。また、難病医療の提供体制の充実を図るため、鳥取県難病医療連絡協議
会を鳥取大学医学部附属病院内に設置し、患者の療養先の確保、在宅患者の一時入院調整、在宅療養支援等を行う。

21,534 1/2 1/2 ―

15
保育サービス多様
化促進事業

（１）単県事業
各市町村が特別な支援が必要と認めた保育所等入所児童に対して、保育士等を配置する経費等を助成する市町村に補助する。
　ア　障がい児保育
　　各市町村が特別な支援が必要と認めた子どもに対して、保育士等を配置する場合に助成
　イ　医療的ケア児保育
　　各市町村が医療的ケアが必要と認めた子どもに対して、訪問看護の利用により看護師等を派遣する場合に助成
　ウ　乳児保育
　　特定教育・保育施設及び地域型保育事業所が、途中入所の乳児を担当する保育士を年度当初から配置する経費について助成（私立
施設のみ）
（２）間接補助事業
　  　医療的ケア児保育事業（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）
　　　地方公共団体において、看護師の雇い上げ等に要する経費の一部を補助し、保育所において医療的ケア児の受け入れができる体
制整備を行う。

子育て王国
課

126,487
1/2 1/4

又は
単県

―

16
小児慢性特定疾
病対策事業

慢性疾患により長期にわたり治療を必要とする児童等の健全な育成を図るため、県及び市町村が小児慢性特定疾病児童に対し、
医療の給付及び日常生活用具の給付を行う。

99,950  1/2
1/2
又は
1/4

―

17
小児慢性特定疾
病児童等自立支
援事業

慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等（以下「慢性疾病児童等」という。）の自立及び成長
支援について、慢性疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行うとともに、地域の社会的資源を活用
し、利用者の環境等に応じた支援を行う。
（１）慢性疾病児童等地域支援協議会運営事業
　慢性疾病児童等及びその家族に必要な支援、実施事業、事業等の効果について審議等を行う。
（２）相談支援事業、交流・研修事業（鳥取大学に委託）
　慢性疾病児童等及びその家族への各種相談対応及び情報提供、患者（保護者）同士の交流、疾病に関する研修会等の実施。

3,302  1/2  1/2 ―

18
特別支援学校教職
員人件費

常勤看護師配置及び非常勤看護師の配置を行う。
教育人材開

発課
人件費  1/3 2/3 ―

19

特別支援教育充実
費
（医療的ケアを必
要する幼児児童生
徒学習支援の充
実）

特別支援学校において児童生徒等が安全かつ安心して学校生活を送ることができるような環境の整備を行う。
・鳥取県公立学校における医療的ケア体制整備検討分科会の開催
・学校看護師の保険加入

304 ― 単県 ―

20

特別支援教育にお
ける専門性向上事
業
（医療的ケア専門
性向上事業）

医療的ケアが必要な幼児児童生徒の教育の充実を図るため、学校看護師や教職員に対し専門性を高める研修を行う。
・学校における医療的ケア研修会の開催
・看護師（特別支援学校）スキルアップ講習会へ派遣（1名）

522
一部
1/3

単県 ―

教育

特別支援教
育課

障がい福祉
課

家庭支援課

健康政策課

保健・福祉
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6/20 小児在宅医療







6/20 各ライフステージにおける相談支援







7/4 医療的ケア児等に関わる看護師の役割
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